
JP 5750042 B2 2015.7.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３つの軸に沿った動きを感知する動きセンサから動きデータを受信する段階と、
　前記動きデータが１つ又はそれ以上のグリッチを含むかどうかを検査し、前記１つ又は
それ以上のグリッチを前記動きデータから除去する段階と、
　前記３つの軸の中で重力からの最大の効果を持つ軸として定義されるデバイスの優位軸
についてアイドル時サンプル値を求め、ここで、前記アイドル時サンプル値は、前記デバ
イスが一定の非アクティブの期間の後、アイドルモードに移ったときに記録される、前記
優位軸に沿った一定のサンプリング期間にわたる加速度の平均を含む段階と、
　前記動きセンサからの動きデータに基づいて前記デバイスの動きを登録する段階と、
　前記デバイスの前記動きが、前記デバイスの前記優位軸における変化が閾値を上回るこ
とを表しているとき、前記デバイスを目覚めさせ、ここで、前記優位軸における変化は、
前記優位軸に関する前記加速度の平均の変化であって、前記アイドル時サンプル値に基づ
くものであり、複数の一定の期間にわたる計測から決定されるものである段階と、を含む
方法。
【請求項２】
　前記優位軸について前記アイドル時サンプル値を求める段階は、
　前記動きデータを処理して、前記アイドル時サンプル値を定める段階と、
　前記アイドル時サンプル値を処理して、前記優位軸を定める段階と、を含んでいる、請
求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記加速度の平均は、加速度の長期平均である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記デバイスのその他の軸のそれぞれについて前記アイドル時サンプル値を求める段階
を更に含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記デバイスの前記動きを登録する段階は、
　前記動きデータを処理して、前記デバイスの前記優位軸の現在サンプル値を求める段階
を含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記デバイスの前記動きに基づいて求められた前記優位軸に沿った現在サンプル値と前
記優位軸の前記アイドル時サンプル値の間の差を、閾値に照らして比較する段階を更に含
んでいる、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記デバイスを目覚めさせる段階は、前記デバイスを、直近のアクティブなデバイス状
態に復帰するように構成する段階を更に含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記現在サンプル値と前記アイドル時サンプル値の間の差が前記閾値より大きいことに
基づいて、前記デバイスを目覚めさせるべきであると判定する段階を更に含んでいる、請
求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記動きセンサから受信された前記動きデータに基づいて新たな優位軸を求める段階と
、
　前記新たな優位軸に沿った前記現在サンプル値と、前記デバイスが一定の非アクティブ
の期間の後、アイドルモードに移ったときに求められる前記新たな優位軸に沿ったアイド
ル時サンプル値の間の差を計算する段階と、
　前記差を、前記デバイスを目覚めさせるべきかどうかを定めるべく前記閾値に照らして
比較する段階と、を更に含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　移動デバイスであって、
　動きデータに基づいて、３つの軸の中で重力からの最大の効果を持つ軸として定義され
る前記移動デバイスの優位軸についてアイドル時サンプル値を求め、ここで、前記アイド
ル時サンプル値は、前記デバイスが一定の非アクティブの期間の後、アイドルモードに移
ったときに記録される、前記優位軸に沿った一定のサンプリング期間にわたる加速度の平
均を含む優位軸論理と、
　前記動きデータが１つ又はそれ以上のグリッチを含むかどうかを検査し、前記１つ又は
それ以上のグリッチを訂正するグリッチ訂正論理と、
　前記移動デバイスの動きを登録する動きセンサと、
　前記移動デバイスの前記動きが、前記デバイスの前記優位軸における変化が閾値を上回
ることを表しているとき、前記デバイスを目覚めさせ、ここで、前記優位軸における変化
は、前記優位軸に関する前記加速度の平均の変化であって、前記アイドル時サンプル値に
基づくものであり、複数の一定の期間にわたる計測から決定されるものである電力論理と
、を備えた移動デバイス。
【請求項１１】
　さらに、サンプル期間にわたる前記加速度の平均を生成する長期平均論理を備えたこと
を特徴とする請求項１０に記載の移動デバイス。
【請求項１２】
　さらに、前記移動デバイスの前記優位性軸に関する前記加速度の平均における前記変化
を求める計算論理を備えたことを特徴とする請求項１１に記載の移動デバイス。
【請求項１３】
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　さらに、直近のアクティブ状態に前記移動デバイスを復帰させるか、ユーザ入力に基づ
いて前記移動デバイスをカスタマイズされた状態に復帰させるかのいずれかを行うための
デバイス状態論理を備えたことを特徴とする請求項１０に記載の移動デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デバイスをアイドル状態から目覚めさせるための方法とシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　技術の進歩は、携帯式コンピュータ、ゲームコントローラ、ＧＰＳデバイス、デジタル
カメラ、セルラー電話、及びパーソナルメディアプレーヤーの様な商業用電子デバイスの
激増をもたらした。絶え間ない改良により、ユーザーは、たった１つのモバイルデバイス
から数多くの機能及び潜在的用途を享受できるようになった。しかしながら、一般には、
モバイルデバイスが所有するアプリケーションが多くなるほど、モバイルデバイスのバッ
テリーの消耗は速まる。従って、バッテリー寿命を最大化し、且つ同時に優れたユーザー
体験を提供することは難しくなる。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明は、動きを根拠にデバイスを目覚めさせる方法とシステムを提供している。本シ
ステムは、デバイスの優位軸を確定する。デバイスは、一定の非アクティブ又は動きの無
い期間の後、アイドル状態に置かれる。加速度計の様なセンサが、デバイスの動きを登録
する。演算論理が、動きデータを分析し、動きデータが現実の動きを表しているかどうか
を判定する。そうであったなら、デバイスは目覚めさせられる。
【０００４】
　本発明は、一例として、但し限定を目的とせずに、添付図面の各図に示されており、図
中、同様の符号は類似要素を指している。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】デバイスを目覚めさせることを要求している、デバイスの動かし方の１つの実施
形態の説明図である。
【図２】システムの１つの実施形態のブロック線図である。
【図３】デバイスを目覚めさせるかどうかを、動きデータに基づいて判定する段階の１つ
の実施形態のフローチャートである。
【図４】加速度の長期平均を作成するプロセスの１つの実施形態のフローチャートである
。
【図５】デバイスをアイドル状態から目覚めさせるべきかどうかを判定するためのプロセ
スの１つの実施形態のフローチャートである。
【図６】動きデータのグリッチを検知し訂正するプロセスの１つの実施形態のフローチャ
ートである。
【図７】本発明と共に使用することのできるコンピュータシステムの１つの実施形態のブ
ロック線図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　デバイスを当該デバイスの動きを根拠に目覚めさせるための方法とシステムが記載され
ている。本発明の実施形態は、デバイスをアイドル状態から目覚めさせるべきかどうかを
、動きデータの分析に基づいて判定するように設計されている。１つの実施形態では、優
位軸についての動きデータが分析され、当該動きに対する動きデータ分析点が、単なる押
しのけ又はグリッチとは反対に「現実の」動きであったなら、当該デバイスはアイドル状
態から目覚めさせられる。
【０００７】
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　次に続く本発明の実施形態の詳細な説明では、本発明を実践する場合の特定の実施形態
を例示的に示している添付図面を参照しており、図面中、同様の符号は類似要素を指して
いる。これらの実施形態の説明は、当業者が本発明を実践できるようにするのに十分な詳
細さである。当業者には、他の実施形態を利用することもできること、及び論理的、機械
的、電気的、機能的、及び他の変更を、本発明の範囲から逸脱することなく加えることも
できることが理解される。以下の詳細な説明は、従って、限定を課す意味で受け取られる
べきではなく、本発明の範囲は、付随の特許請求の範囲によってのみ定義される。
【０００８】
　図１は、結果的にアイドル中のデバイスを目覚めさせることになる動かし方の１つの実
施形態の説明図である。アイドル状態は、１つの実施形態では、デバイスが動いていない
ことと定義されており、ユーザー対話／表示を含め、アクティブなアプリケーションが何
もない状態である。１つの実施形態では、複数のレベルのアイドル状態があってもよいと
され、例えば、各種サブシステムが電力削減状態に置かれている場合もあれば、そうでな
い場合もある。デバイスが、アイドル状態にあるとき、デバイスは低電力モードに置かれ
ている。この状態では、少なくとも１つのセンサを監視するのに足る電力は維持されてい
る。しかしながら、他の要素及びアプリケーションは、デバイスのバッテリー寿命を延ば
すためにオフにされている。１つの実施形態では、幾つかのアプリケーションはアクティ
ブなままであってもよい。例えば、デバイスはアイドル状態にあるといっても、ネットワ
ーク及びメモリ記憶を利用しながらダウンロードを継続している。１つの実施形態では、
少なくとも１つのサブシステムが、デバイスの動きが無いことを根拠にオフにされている
なら、これを「アイドル状態」と見なすことができる。
【０００９】
　１つの実施形態では、デバイス１１０が、机又は椅子のような水平な面１１５の上に置
かれた後、一定の非アクティブの期間が経過すると、デバイス１１０はバッテリーを節約
するためにアイドル状態に進む。１つの実施形態では、デバイスは、ポケット、小物入れ
、バッグ、又は何らかの他の非可動場所に入れられると、アイドル状態に入る。
【００１０】
　システムは、１つの実施形態では、デバイスがユーザーに取り上げられたとき、デバイ
スがアイドル状態からアクティブ状態へ速やかに移されることが確実になるように設計さ
れている。ユーザー入力を求めることなく、アイドル状態からアクティブ状態への移行が
開始されることにより、ユーザーの待ち時間は短縮する。例えば、ユーザー１００がデバ
イス１１０を水平な面１１５の上のその位置から取り上げたとき、デバイスは目覚めるよ
うに設計されている。１つの実施形態では、デバイス１１０がアイドル状態から目覚めさ
せられると、ユーザーにはデバイスの直近のアクティブ状態が提示される。１つの実施形
態では、これは、前の状態がデバイスがユーザーに見られるまでに復元されているほどに
速やかである。対照的に、デバイスが載せられている台が揺すられたり小物入れが押しの
けられたりした場合は、デバイスは目覚めないはずである。これにより、誰かが台の近く
で歩いたり、座ったり、或いは同様に些細な動きを引き起こしたりしたときに起こる、些
細な動きでデバイスがひっきりなしに目覚めさせられるということがなくなるため、電力
使用が減少する。
【００１１】
　図２は、本発明のシステム２００の１つの実施形態を示しているブロック線図である。
１つの実施形態では、システム２００は、携帯式電子デバイスである。システム２００は
、１つの実施形態では、動きセンサ論理２１０、サンプリング期間論理２３０、グリッチ
訂正論理２３５、長期平均論理２４０、優位軸論理２４５、メモリ２５０、演算論理２５
５、及び構成論理２６０を備えている。
【００１２】
　１つの実施形態では、動きセンサ論理２１０は、加速度計２２０を備えている。１つの
実施形態では、動きセンサ論理２１０は、更に、方位センサ２１５の様な１つ又はそれ以
上の追加のセンサを含んでいる。
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【００１３】
　１つの実施形態では、加速度計２２０は、デバイスの方位を求めるのに使用することが
できる。方位は、加速度計の長期平均を使用して求めることができる。サンプリング期間
論理２３０は、動きセンサ２１０がどれほど頻繁にデータを取得するかを判定する。１つ
の実施形態では、サンプリング期間は事前構成されている。１つの実施形態では、サンプ
リング期間は、センサデータを使用する（単数又は複数の）アプリケーションに基づいて
調節される。
【００１４】
　加速度計２２０は、周期的に動きデータをサンプリングする。長期平均論理２４０は、
サンプリング期間に亘る加速度データの平均を計算する。１つの実施形態では、長期平均
論理２４０は、一期間に亘るのではなく複数回の測定に亘る加速度の平均を計算する。１
つの実施形態では、長期平均論理２４０は、５分間に亘る加速度を計算する。１つの実施
形態では、長期平均論理２４０は、２０回の測定に亘る加速度を計算する。
【００１５】
　１つの実施形態では、加速度データはグリッチ訂正論理２３５に送られ、そこでデータ
は分析されて、それが、グリッチを、即ち許容され得るデータの事前に規定されている範
囲を外れたデータを表現しているかどうか判定される。例えば、一度の計測で動きデータ
が加速度ゼロから加速度１０ｍ／ｓに進むことは、あり得ないことはないにしても極めて
可能性が低い。１つの実施形態では、データの事前に規定されている範囲は、加速度にお
ける現在加速度からの事前規定変化である。例えば、デバイスがアイドルになっている－
例えば動いていない－場合、当該デバイスについて起こり得る加速度の範囲はかなり限定
される。１つの実施形態では、グリッチ訂正論理２３５は、更に、非人間的な動きを捨て
るのに使用することができる。例えば、デバイスが、使用されてはいないが動いている車
両の中にある場合、１つの実施形態では、車両の動きは、人間の動きのシグネチャに一致
しないため捨てられてしまう。
【００１６】
　１つの実施形態では、グリッチ訂正論理２３５は、（単数又は複数の）異常な加速度計
測値はどれも捨てる。１つの実施形態では、次いで、非グリッチデータが長期平均論理２
４０に回される。別の実施形態では、グリッチデータが、グリッチ訂正論理２３５による
長期平均からもたらされる。１つの実施形態では、或る特定の数のグリッチデータ点が捨
てられてしまった場合、グリッチ通知部論理２３７がユーザーに通知する。１つの実施形
態では、グリッチ通知部論理２３７は、製造者にも通知する。グリッチは、概して、加速
度計又はセンサが誤作動を起こしていることを表している。
【００１７】
　長期平均論理２４０は、受信された動きデータに基づき、加速度の１つ又はそれ以上の
長期平均を計算する。１つの実施形態では、長期平均論理２４０は、新データが長期平均
に追加されると旧データが捨てられるリングバッファメモリ２５０を利用している。１つ
の実施形態では、長期平均論理２４０は、単一軸に沿った加速度の長期平均を作成する。
１つの実施形態では、重力による影響を最も強く受ける軸と定義されている優位軸が、長
期平均論理２４０によって使用されている。１つの実施形態では、当該軸は、加速度計の
軸の１つに対応している。１つの実施形態では、当該軸は、重力による最も強い引っぱり
を受けている方位と定義されている。１つの実施形態では、長期平均論理２４０は、複数
軸に沿った加速度の長期平均を作成する。
【００１８】
　電子デバイスの方位を判定する段階は、重力の影響を識別する段階を含む。絶対長期平
均が最も大きい軸は、重力による影響を最も強く受ける軸ということになり、それは時間
の経過と共に（例えば、電子デバイスが回転すると）変化し得る。従って、電子デバイス
及び／又は電子デバイスに取り付け又は内蔵されている（単数又は複数の）内部センサの
方位が変化すると、新たな優位軸が指定される。
【００１９】
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　１つの実施形態では、一定のサンプリング期間に亘る絶対長期平均が最も大きい実際の
軸が、優位軸として指定される。代わりの実施形態では、優位軸は、現在方位の（単数又
は複数の）内部センサの実際の軸の１つには対応しておらず、むしろ、重力に大凡整列し
ていると定義されている軸に対応している。１つの実施形態では、優位軸は、仮想座標系
の成分である仮想軸に対応している。１つの実施形態では、方位を求めるのに、実際の軸
に重力の影響に基づいて三角測量計算を行うなどして真の重力評定が行われる。
【００２０】
　１つの実施形態では、デバイスが一定の非アクティブの期間の後アイドル状態に入ると
、加速度の長期平均が、長期平均論理２４０によって計算される。１つの実施形態では、
長期平均及びそれが計算される対象の優位軸は、演算論理２５５によって受信される。演
算論理２５５は、更に、動きデータの新たなサンプルに基づき、現在の優位軸と、当該の
現在の優位軸について更新された現在の長期平均を受信する。
【００２１】
　前の優位軸と現在の優位軸が同じであれば、演算論理２５５は、長期平均が事前規定閾
値より大きく変化したかどうかを判定する。１つの実施形態では、優位軸における変化が
閾値より大きいとき、演算論理２５５は、電力論理２６５及びデバイス状態論理２７０に
、デバイスの電力供給を上げ、直近のアクティブデバイス状態を復元するように連絡する
。優位軸における変化が閾値より大きくないなら、デバイスはアイドル状態に維持される
。
【００２２】
　１つの実施形態では、新たな優位軸が前の優位軸と異なっていれば、演算論理２５５は
、電力論理２６５及び構成論理２６０に、デバイスを直近のアクティブデバイス状態に復
元するように連絡する。
【００２３】
　図３は、デバイスを目覚めさせるべきかどうかを、動きデータに基づいて判定する段階
の１つの実施形態のフローチャートである。ブロック３０５で、プロセスが開始する。１
つの実施形態では、プロセスは継続的に実行される。１つの実施形態では、ユーザーは、
自動目覚ましシステムを起動させてもよいし、又は自動目覚ましシステムをオンにさせる
ように選択を設定してもよい。
【００２４】
　ブロック３１０で、処理は、動きデータをサンプリングする時期かどうかを判定する。
１つの実施形態では、動きデータは、周期的にサンプリングされる。動きデータをサンプ
リングする時期である場合、プロセスは、ブロック３１５に進む。そうでなければ、プロ
セスはブロック３１０に戻る。
【００２５】
　ブロック３１５で、プロセスは、サンプル動きデータを入手する。１つの実施形態では
、サンプル動きデータに基づき、加速度の少なくとも１つの現在の／更新された長期平均
が計算される。１つの実施形態では、長期平均は、事前設定された測定回数又は事前設定
された時間に基づいている。プロセスはブロック３２０に進む。
【００２６】
　ブロック３２０で、プロセスは、デバイスがアイドル状態にあるかどうかを判定する。
１つの実施形態では、デバイスは、一定の期間に亘り非アクティブであった後、アイドル
状態に置かれる。非アクティブとは、１つの実施形態では、デバイスが動いていないこと
、及びデバイスでアクティブなユーザー対話型アプリケーションが何もないことを意味す
る。１つの実施形態では、デバイスがアイドル状態に置かれると、長期平均が起動される
。デバイスがアイドル状態にないなら、プロセスはブロック３１０に戻る。プロセスは、
デバイスがアイドル状態にあると判定すれば、ブロック３２５に進む。
【００２７】
　ブロック３２５で、プロセスは、デバイスが何らかの動きを経験したかどうか、即ち、
加速度計の計測値の間の差異が最小閾値より大きいかどうかを判定する。１つの実施形態
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では、この判定は、フィルタを使って最小閾値より下の加速度計の動きを除去することに
よってなされる。プロセスは、動きは何も検知されていないと判定すれば、ブロック３１
０に戻る。プロセスは、加速度計データがデバイスの運動を表していると判定すれば、ブ
ロック３３０に進む。
【００２８】
　ブロック３３０で、プロセスは、運動が「現実の」動きであり、単なる押しのけやぶつ
かりではないかどうかを判定する。デバイスは、例えば、それが横たえられている机や台
が軽く押しのけられたり、付近を激しく歩かれたり、何か他のことで非常に些細な動きが
引き起こされた結果、動くことがあるかもしれないが、しかしそれはデバイスを目覚めさ
せる正当な根拠とはならない。対照的に、デバイスは、ユーザーがデバイスを使用するこ
とを意図して取り上げた結果として動くこともある。この場合は、当該運動は、デバイス
を目覚めさせる正当な根拠となる「現実の」動きである。
【００２９】
　動きが「現実の」動きではなかった場合、プロセスはブロック３１０に戻る。運動が「
現実の」動きであった場合、プロセスはブロック３３５に進む。ブロック３３５で、プロ
セスはデバイスを目覚めさせる。プロセスはブロック３４０に進む。
【００３０】
　ブロック３４０で、プロセスは、１つの実施形態では、デバイスを、アクティブであっ
たときの直近のデバイス状態を復元するように構成する。１つの実施形態では、システム
は、ユーザーがデバイスの目覚まし復元をカスタマイズできるようにしている。例えば、
ユーザーは、以前アクティブであったアプリケーションを開始させずにホーム画面を提示
するようにシステムをカスタマイズしてもよい。プロセスはこれで終了する。
【００３１】
　図４は、加速度の長期平均を作成するプロセスの１つの実施形態である。プロセス４０
０は、ブロック４０５で開始する。１つの実施形態では、このプロセスは、デバイスが電
力供給されているとき、継続的に実行されている。
【００３２】
　ブロック４１０で、長期平均論理は、１つの実施形態では、加速度計から動きデータを
受信する。１つの実施形態では、長期平均論理は、グリッチ訂正論理から動きデータを受
信しており、グリッチ訂正論理は動きデータが長期平均論理に回される前に動きデータか
ら異常なデータを除去する。プロセスはブロック４１５に進む。
【００３３】
　ブロック４１５で、長期平均論理は、サンプリングされた動きデータを長期平均に加え
て、加速度の更新された長期平均を作成する。１つの実施形態では、長期平均論理は、優
位軸（例えば、重力効果が検知される軸）についてのみ長期平均を維持する。別の実施形
態では、長期平均論理は、１つ又はそれ以上の軸について平均を維持する。プロセスはブ
ロック４２０に進む。
【００３４】
　ブロック４２０で、長期平均論理は、１つの実施形態では、随意的に、優位軸を求める
上で複数の軸について加速度の長期平均を優位軸論理に送る。或る代わりの実施形態では
、優位軸論理は、複数の軸について加速度の長期平均をメモリから取り出して優位軸を求
める。プロセスはブロック４１０に戻って、動きデータの受信を継続する。
【００３５】
　図５は、デバイスをアイドル状態から目覚めさせるべきかどうかを判定するためのプロ
セス５００の１つの実施形態のフローチャートである。プロセスはブロック５０５で開始
する。１つの実施形態では、プロセスは、動きの無いままに事前設定期間が検知されたと
きにアクティブにされる。
【００３６】
　ブロック５１０で、プロセスは、デバイスが一定の期間に亘り非アクティブであった後
、デバイスをアイドル状態に置く。プロセスはブロック５１５に進む。
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【００３７】
　ブロック５１５で、演算論理は、アイドル中のデバイスの優位軸ＤＡ１についてのデー
タと、デバイスがアイドル状態になった後に長期平均論理によって演算されたサンプリン
グ期間に亘るＤＡ１に沿った加速度を受信する。プロセスはブロック５２０に進む。
【００３８】
　ブロック５２０で、演算論理は、一定の期間に亘るＤＡ１に沿った加速度の長期平均を
アイドル時サンプル（ＩＳ）に指定する。１つの実施形態では、ＩＳはメモリに保存され
る。プロセスはブロック５２５に進む。
【００３９】
　ブロック５２５で、プロセスは新たな優位軸データＤＡ２とＤＡ２に沿った新たな加速
度データを受信する。プロセスはブロック５３０に進む。
【００４０】
　ブロック５３０で、演算論理は、新たなデータを、ＤＡ２に沿った加速度の長期平均に
加えて現在サンプル（ＣＳ）を生成する。同様にブロック５３０で、１つの実施形態では
、演算論理はＣＳをメモリに保存する。プロセスはブロック５３５に進む。
【００４１】
　ブロック５３５で、演算論理は、アイドル時優位軸ＤＡ１を、現在優位軸ＤＡ２と比較
する。現在優位軸ＤＡ２がアイドル時優位軸ＤＡ１と異なっていたなら、プロセスはブロ
ック５４５に進む。１つの実施形態では、比較は一定範囲内であり、例えば、ＤＡ２がＤ
Ａ１と異なっていると識別されるには１度の最小変化が起こらなくてはならない。１つの
実施形態では、優位軸が変化していたなら、ひいてはデバイスの方位は変化しており、そ
うすると、それがデバイスを目覚めさせる根拠となる。ＤＡ２が実質的にＤＡ１と同じで
あれば、演算論理は次にブロック５４０に進む。
【００４２】
　ブロック５４０で、演算論理は、優位軸に沿った長期平均が閾値より大きく変化してい
るかどうか、即ち現在サンプル値とアイドル時サンプル値の差が閾値より大きいかどうか
を判定する。１つの実施形態では、閾値は、１ｇの大凡１０分の１である３０に設定され
ている。ＩＳとＣＳの間の差が閾値より小さい場合、プロセスはブロック５１０に戻って
、アイドル状態の監視を継続する。次の計算ではＣＳがＩＳとなる。
【００４３】
　演算論理は、優位軸に沿った加速度の長期平均の変化が閾値よりも大きいと判定すれば
、次にブロック５４５に進む。ブロック５４５で、演算論理は、構成論理の電力論理に、
デバイスを立ち上げるように連絡する。プロセスはこれで終了する。
【００４４】
　図６は、動きデータのグリッチを検知し訂正するプロセス６００の或る実施形態のフロ
ーチャートである。１つの実施形態では、このプロセスは常時アクティブである。１つの
実施形態では、このプロセスは、デバイスがアイドル状態にあるときアクティブである。
１つの実施形態では、グリッチ訂正は、動きデータが長期平均に加えられる前に行われる
。プロセスはブロック６０５で開始する。
【００４５】
　ブロック６１０で、グリッチ訂正論理は、動きデータを加速度計から受信する。
【００４６】
　ブロック６１５で、グリッチ訂正論理は、受信された動きデータがグリッチを含んでい
るかどうかを判定する。１つの実施形態では、グリッチは、許容され得る範囲を外れた動
きを表しているデータである。例えば、デバイスがアイドル状態（例えば、動き無し）か
ら６４フィート毎秒毎秒（２ｇに匹敵）で動いている状態に進むなどということはまず起
こり得ない。訂正論理は、それぞれのデータを許容され得るデータの範囲に照らして調べ
、データが、この範囲内に収まっているかどうか、ひいては加速度の長期平均の計算に使
用されるべきであるかどうかを判定する。１つの実施形態では、グリッチ訂正論理は、２
つの計測値の間の加速度の変化を利用して、グリッチが存在するかどうかを判定する。
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【００４７】
　グリッチ訂正論理は、動きデータはグリッチではないと判定すれば、ブロック６２５に
進む。
【００４８】
　ブロック６２５で、グリッチ訂正論理は、動きデータを長期平均論理に送る。プロセス
は、次いで、ブロック６１０に戻って、加速度の監視を継続する。
【００４９】
　ブロック６１５で、グリッチ訂正論理は、動きデータは許容可能範囲を外れていると判
定すれば、ブロック６３５に進む。
【００５０】
　ブロック６３５で、グリッチ訂正論理は、許容され得ない動きデータを捨てる。ブロッ
ク６４０で、プロセスは、過剰な数のグリッチがあったかどうかを判定する。１つの実施
形態では、グリッチ訂正論理は、動きデータを使用して、加速度計に係わる起こり得る問
題を検知する。１つの実施形態では、過剰な数のグリッチは、加速度計に問題があること
を表していることになる。プロセスは、過剰な数のグリッチがあったと判定すれば、ブロ
ック６４５で、当該問題に関して警報を生成する。１つの実施形態では、警報は、デバイ
スのユーザーに注意を喚起するメッセージであってもよい。１つの実施形態では、警報は
、１人又はそれ以上の受信者に対する、ネットワーク接続を介した通知であってもよい。
例えば、システムは、サービスプロバイダ、製造者、又は他の該当する通知対象者に通知
することができる。
【００５１】
　プロセスは、次に、ブロック６１０に戻って、加速度データの監視を継続する。
【００５２】
　図７は、本発明と共に使用することのできるコンピュータシステムの１つの実施形態の
ブロック線図である。しかしながら、当業者には、様々なシステムアーキテクチャのうち
の他の代わりのシステムを使用してもよいことは自明であろう。本コンピュータシステム
は、バス又は情報を連絡するための他の内部通信手段７１５と、バス７１５に連結されて
いる、情報を処理するためのプロセッサ７１０とを含むことができる。システムは、バス
７１５に連結されている、情報及びプロセッサ７１０によって実行されるべき命令を記憶
するためのランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）又は他の揮発性記憶デバイス７５０（メモ
リと呼ぶ）を更に含んでいる。主メモリ７５０は、更に、プロセッサ７１０による命令実
行中の一時的変数又は他の中間的情報を記憶するのに使用することができる。１つの実施
形態では、システムは、更に、バス７１５に連結されている、プロセッサ７１０のための
静的情報及び命令を記憶するための読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）及び／又は静的記憶デ
バイス７２０と、フラッシュメモリ、磁気ディスク、光学ディスク、及びそれぞれの対応
するディスクドライブ、の様なデータ記憶デバイス７２５とを備えている。データ記憶デ
バイス７２５は、情報及び命令記憶用のバス７１５に連結されている。
【００５３】
　システムは、画面、音声出力、キーボード、ボタン、マウスなどの様な各種入力／出力
デバイスを含むことができる。これらのＩ／Ｏデバイスも、情報とコマンド選択をプロセ
ッサ７１０に連絡するために、バス７６５を通してバス７１５に連結することができる。
随意的にコンピュータシステム７００に連結することのできるもう１つのデバイスは、分
散システムの他のノードにネットワークを介してアクセスするための通信デバイス７９０
である。通信デバイス７９０は、イーサネット、トークンリング、インターネット、又は
広域ネットワークに連結するために使用されているものの様な、多数の市販のネットワー
ク化周辺デバイスの何れを含んでいてもよい。通信デバイス７９０は、更には、ヌルモデ
ム接続、ワイヤレス接続機構、又はコンピュータシステム７００と外界との間に接続を提
供するその他の機構であってもよい。本システム及び関連付けられているハードウェアの
構成要素は、何れかを、又は全てを、本発明の様々な実施形態で使用することができるこ
とに留意されたい。当業者には、特定の実施例に従った様々な目的のために本システムの



(10) JP 5750042 B2 2015.7.15

10

20

30

40

50

如何なる構成を使用してもよいことが理解されるであろう。本発明を実施している制御論
理又はソフトウェアは、主メモリ７５０、大容量記憶デバイス７２５、又は局所的に又は
遠隔的にプロセッサ７１０にアクセス可能な他の記憶媒体に記憶させることができる。
【００５４】
　当業者には、ここに記載されているシステム、方法、及びプロセスは、主メモリ７５０
又は読み取り専用メモリ７２０に記憶させたソフトウェアとして実施され、プロセッサ７
１０によって実行させることができるのは自明であろう。この制御論理又はソフトウェア
は、更に、コンピュータ可読プログラムコードが埋め込まれていて、大容量記憶デバイス
７２５によって、プロセッサ７１０をここに記載の方法と教示に従って動作させるために
、読み出すことのできるコンピュータ可読媒体を備えている製造者の商品に常駐されてい
てもよい。
【００５５】
　本発明は、更に、以上に説明されているコンピュータハードウェア構成要素のサブセッ
トを含んでいる手持ち式又は携帯式デバイスに具現化することもできる。例えば、当該手
持ち式デバイスは、バス７１５、プロセッサ７１０、及びメモリ７５０及び／又は７２５
のみを含む構成であってもよい。本発明は、更に、以上に説明されているコンピュータハ
ードウェア構成要素のサブセットを含んでいる特定用途家電に具現化することもできる。
例えば、当該家電は、プロセッサ７１０、データ記憶デバイス７２５、バス７１５、及び
メモリ７５０、そしてユーザーが簡易方式でデバイスと通信できるようにしている小型の
タッチスクリーンの様なごく初歩的な通信機構を含んでいてもよい。一般に、デバイスの
用途が特化されるほど、デバイスを機能させるのに必要な要素の数は少なくなる。幾つか
のデバイスでは、ユーザーとの通信は、タッチベースの画面又は類似機構を通してであっ
てもよい。
【００５６】
　当業者には、本システムの構成は、様々な用途で特定の実施例に従って如何なる構成が
使用されてもよいことが理解されるであろう。本発明を実施している制御論理又はソフト
ウェアは、局所的又は遠隔的にプロセッサ７１０にアクセス可能な如何なる機械可読媒体
に記憶させることもできる。機械可読媒体は、情報を機械（例えば、コンピュータ）が読
み取ることのできる形式で記憶又は伝送する如何なる機構をも含む。例えば、機械可読媒
体は、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、磁気ディス
ク記憶媒体、光学記憶媒体、フラッシュメモリデバイスを含む。１つの実施形態では、シ
ステムは、電気、光、音響、又は他の形態の伝播信号（例えば、搬送波、赤外線信号、デ
ジタル信号など）に具現化することができる。
【００５７】
　以上、明細書において、本発明をその特定の例示となる実施形態に関連付けて説明して
きた。しかしながら、本発明には、付随の特許請求の範囲に記載されている本発明のより
広範な精神及び範囲から逸脱することなく、様々な修正及び変更がなされ得ることは明白
であろう。本明細書及び図面は、従って、限定を課すのではなく説明目的であるという意
味で考えられるべきである。
【符号の説明】
【００５８】
　１００　ユーザー
　１１０　デバイス
　１１５　水平な面
　２００　本発明のシステム
　２１０　動きセンサ論理
　２１５　方位センサ
　２２０　加速度計
　２３０　サンプリング期間論理
　２３５　グリッチ訂正論理
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　２３７　グリッチ通知部論理
　２４０　長期平均論理
　２４５　優位軸論理
　２５０　メモリ
　２５５　演算論理
　２６０　構成論理
　２６５　電力論理
　２７０　デバイス状態論理
　７００　コンピュータシステム
　７１０　プロセッサ
　７１５　バス
　７２０　静的記憶デバイス
　７２５　データ記憶デバイス
　７５０　揮発性記憶デバイス
　７６５　バス
　７９０　通信デバイス

【図１】 【図２】
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